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衆
議
院
議
員
仲
里
利
信
君
提
出
沖
縄
戦
で
の
「
日
本
軍
に
よ
る
住
民
の
集
団
強
制
自
決
」
の
記
述
の
回
復
と
教
科
書
検
定
意

見
の
撤
回
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
仲
里
利
信
君
提
出
沖
縄
戦
で
の
「
日
本
軍
に
よ
る
住
民
の
集
団
強
制
自
決
」
の
記
述
の
回
復
と
教
科
書
検

定
意
見
の
撤
回
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て

教
科
書
に
お
い
て
、
学
習
指
導
要
領
を
踏
ま
え
ど
の
よ
う
に
記
述
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
欠
陥
の
な
い
範
囲
に
お
い
て
申

請
図
書
の
発
行
者
等
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
個
々
の
記
述
の
理
由
や
意
図
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
立

場
に
な
い
が
、
文
部
科
学
省
と
し
て
は
、
高
等
学
校
教
科
用
図
書
に
つ
い
て
、
高
等
学
校
教
科
用
図
書
検
定
基
準
（
平
成
二

十
一
年
文
部
科
学
省
告
示
第
百
六
十
六
号
）
に
掲
げ
る
各
項
目
に
照
ら
し
て
適
切
で
あ
る
か
ど
う
か
を
審
査
し
た
上
で
、
検

定
の
決
定
及
び
訂
正
の
承
認
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
の
上
で
、
御
指
摘
の
記
述
の
訂
正
の
承
認
を
含
め
、
沖
縄
の
集
団
自
決
に
関
す
る
記
述
の
検
定
の
決
定
及
び
訂
正
の
承

認
に
つ
い
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
七
年
六
月
十
九
日
内
閣
衆
質
一
八
九
第
二
六
二
号
。
以
下
「
先
の
答
弁
書
」
と

い
う
。
）
五
及
び
六
に
つ
い
て
で
述
べ
た
、
「
平
成
十
八
年
度
検
定
決
定
高
等
学
校
日
本
史
教
科
書
の
訂
正
申
請
に
関
す
る

意
見
に
係
る
調
査
審
議
に
つ
い
て
（
報
告
）
」
（
平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
五
日
教
科
用
図
書
検
定
調
査
審
議
会
第
二
部
会

日
本
史
小
委
員
会
）
に
お
い
て
示
さ
れ
た
「
基
本
的
と
ら
え
方
」
を
も
踏
ま
え
て
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一



四
に
つ
い
て

お
尋
ね
は
、
私
人
間
の
個
別
具
体
的
な
事
件
に
お
け
る
裁
判
所
の
判
断
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
お
答
え
を
差
し
控
え
た

い
。

五
に
つ
い
て

文
部
科
学
省
に
お
い
て
は
、
平
成
十
八
年
に
改
正
さ
れ
た
教
育
基
本
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
二
十
号
）
に
の
っ
と
っ

て
バ
ラ
ン
ス
良
く
記
載
さ
れ
、
採
択
権
者
が
責
任
を
持
っ
て
選
ん
だ
教
科
書
で
子
供
た
ち
が
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
教

科
書
の
編
集
・
検
定
・
採
択
の
各
段
階
に
お
い
て
、
必
要
な
制
度
改
善
を
行
う
こ
と
を
目
指
し
、
平
成
二
十
五
年
十
一
月
十

五
日
に
、
今
後
の
教
科
書
改
革
に
向
け
た
総
合
的
な
政
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
と
し
て
「
教
科
書
改
革
実
行
プ
ラ
ン
」
を
発
表
し
た

と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
一
環
と
し
て
、
平
成
二
十
六
年
一
月
十
七
日
に
、
児
童
生
徒
の
多
面
的
・
多
角
的
な
考
察
に
資
す
る

よ
う
、
御
指
摘
の
義
務
教
育
諸
学
校
教
科
用
図
書
検
定
基
準
（
平
成
二
十
一
年
文
部
科
学
省
告
示
第
三
十
三
号
）
及
び
高
等

学
校
教
科
用
図
書
検
定
基
準
（
以
下
こ
れ
ら
を
合
わ
せ
て
「
教
科
用
図
書
検
定
基
準
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

「
閣
議
決
定
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
示
さ
れ
た
政
府
の
統
一
的
な
見
解
又
は
最
高
裁
判
所
の
判
例
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、

そ
れ
ら
に
基
づ
い
た
記
述
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
と
の
規
定
（
以
下
「
当
該
規
定
」
と
い
う
。
）
を
加
え
る
改
正
を
行
っ
た

二



と
こ
ろ
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
同
検
定
基
準
を
適
用
し
た
事
例
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
当
該
規
定
に
基

づ
き
検
定
意
見
を
付
し
た
事
例
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
平
成
二
十
六
年
度
に
お
け
る
中
学
校
の
社
会
科
の
申
請
図
書
に
係
る

検
定
に
お
い
て
「
指
摘
事
項
」
が
「
「
東
京
裁
判
」
（
全
体
）
」
、
「
指
摘
事
由
」
が
「
政
府
の
統
一
的
な
見
解
に
基
づ
い

た
記
述
が
さ
れ
て
い
な
い
」
で
あ
る
検
定
意
見
を
付
し
た
事
例
や
、
平
成
二
十
七
年
度
に
お
け
る
高
等
学
校
の
地
理
歴
史
科

の
申
請
図
書
に
係
る
検
定
に
お
い
て
「
指
摘
事
項
」
が
「
「
戦
後
補
償
を
考
え
る
」
（
全
体
）
」
、
「
指
摘
事
由
」
が
「
政

府
の
統
一
的
な
見
解
に
基
づ
い
た
記
述
が
さ
れ
て
い
な
い
」
で
あ
る
検
定
意
見
を
付
し
た
事
例
が
あ
る
。

七
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
文
部
科
学
省
の
「
義
務
教
育
諸
学
校
教
科
用
図
書
検
定
基
準
」
及
び
「
高
等
学
校
教
科
用
図
書
検
定
基
準
」

が
見
直
さ
れ
て
告
示
さ
れ
た
の
は
平
成
二
十
一
年
の
三
月
乃
至
九
月
で
あ
る
。
こ
の
日
時
は
原
告
側
が
第
二
審
の
判
決
を
不

服
と
し
て
最
高
裁
判
所
に
上
告
し
て
い
た
時
で
あ
る
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
教
科
用
図

書
検
定
基
準
に
つ
い
て
当
該
規
定
を
加
え
る
改
正
を
行
っ
た
の
は
平
成
二
十
六
年
一
月
で
あ
り
、
御
指
摘
の
「
大
江
健
三
郎

三



・
岩
波
書
店
沖
縄
戦
裁
判
」
の
最
高
裁
判
所
の
裁
判
が
あ
っ
た
平
成
二
十
三
年
四
月
よ
り
後
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
お
尋
ね

の
「
政
府
は
当
初
裁
判
で
勝
訴
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
判
例
を
基
に
「
教
科
用
図
書
の
検
定
基
準
」
と
す
る
こ
と

を
目
論
ん
だ
の
で
は
な
い
か
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
当
該
改
正
を
行
っ
た
の
は
「
平
成

二
十
一
年
の
三
月
乃
至
九
月
」
で
は
な
く
、
当
該
改
正
は
「
当
初
裁
判
で
勝
訴
す
る
こ
と
を
前
提
」
と
し
た
も
の
で
は
な
い

こ
と
か
ら
、
「
そ
の
判
例
を
基
に
「
教
科
用
図
書
の
検
定
基
準
」
と
す
る
こ
と
を
目
論
ん
だ
の
で
は
な
い
か
」
と
の
御
指
摘

は
当
た
ら
な
い
。

八
に
つ
い
て

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
教
科
書
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
記
述
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
欠
陥

の
な
い
範
囲
に
お
い
て
申
請
図
書
の
発
行
者
等
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
先
の
答
弁
書
五
及
び
六
に
つ
い
て
で

お
答
え
し
た
と
お
り
、
御
指
摘
の
検
定
意
見
は
、
そ
の
当
時
の
教
科
用
図
書
検
定
調
査
審
議
会
の
専
門
的
な
審
議
の
結
果
に

よ
る
も
の
で
あ
り
、
当
該
検
定
意
見
を
撤
回
す
る
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。

な
お
、
先
の
答
弁
書
四
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
当
該
検
定
意
見
は
、
沖
縄
に
お
け
る
集
団
自
決
に
つ
い
て
、

集
団
自
決
さ
れ
た
沖
縄
の
住
民
の
全
て
に
対
し
て
、
自
決
の
軍
命
令
が
下
さ
れ
た
か
否
か
を
断
定
で
き
な
い
中
で
、
全
て
の

四



集
団
自
決
が
軍
の
命
令
で
行
わ
れ
た
と
誤
解
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
の
趣
旨
で
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

五


